
【慢性維持透析を実施している皆様へ】 

 

当院では、慢性維持透析を行っている患者さまに

対し、下肢末梢動脈疾患に関する検査を行っており

ます。 

  検査の結果、専門的な治療が必要と判断した場合、

当院は専門的な治療体制を有する医療機関ですので、

下記の適切な診療科への受診紹介をさせていただき

ます。 

 

 【対象診療科】 

   ・循環器科  ・心臓血管外科   

・整形外科  ・形成外科 


